
令和元年第 3回宮代町国民健康保険運営協議会 

（会議の概要） 

 

1． 開閉日時  開会 令和元年 10月 16日（水）午後 1時 30分 

閉会 令和元年 10月 16日（木）午後 3時 00分 

 

2．開会場所 宮代町役場 2F 202会議室 

 

3．出席委員  中島敏郎委員、関根幸喜子委員、福澤利明委員、福岡務委員、新井智委員 

井浦剛委員、稲山貞幸委員、小菅忠委員、澁木秀雄委員 

9人（定数 12人） 

4．事 務 局  高橋課長、草野副課長、村山主査 

5．会議の公開 公開 

6. 会議内容 

・開 会 

・会長あいさつ 

・議 題 

（１）報告事項 

  ①短期被保険者証、資格者証明書の発行状況について 

  《資料 1に基づき事務局より説明》 

【意見、質疑等】 

・通常の被保険者証の有効期限が 1 年なのには理由があるのか？また、マイナンバーを活

用した保険資格の確認が始まるが、それに合わせて有効期限の見直し等は検討している

のか？近隣市町の状況は？コスト削減にも繋がる。 

⇒法令等で、被保険者証を検認（更新）することが決まっていたと記憶している。短期被

保険者証の活用等を踏まえると一定の期間で区切って検認（更新）をする必要があると

考えている。また、マイナンバーに関しては、法令等を確認し、よりよい運用を検討し

ていきたい。近隣市町も 1年間としている団体がほとんどという状況。 

・資格者証該当者へ保険給付を償還払いする際に、未納の保険税に充当できるのか？ 

⇒制度上は一定の要件や手続きを踏めば可能。ただし、当町においては前例がないと聞い

ている。 

・差押えした金銭の充当方法は 4税でどのように配分しているのか？ 

⇒滞納者の状況や収納状況によって一概には言えないが、滞納者の一番滞納の大きい税目

や年度が古い税目、その年度で収納率が低い税目などを考慮した上で充当している。 

 

 



(２)審議事項 

 ①保険税の賦課限度額の改正について 

《資料 2に基づき事務局より説明》 

 

【意見、質疑等】 

・原案どおりでよいか？ 

   ⇒了承 

 

 ②宮代町国民健康保険保健事業(データヘルス計画)実施計画素案における医療データから見え

る課題分析について 

  《資料 3に基づいて事務局より説明》 

【意見、質疑等】 

  ・4P 町の特性の一段落目を記載するのであれば、健康とからめてはどうか。（意見） 

  ・6P 第一期計画の考察で、実施内容と目標、実績の書き方を整理したほうがよいのはないか。

例えば、実施内容が二つあれば目標も二つなど。（意見） 

  ・8P 特定健診受診率向上事業で AI を活用とあるが、もう尐し具体的に書いたほうが分かり

やすい。（意見） 

  ・14P 健康寿命に 65歳を足すと平均寿命を超えてしまうが？ 

⇒平均寿命は全年齢が対象、健康寿命は 65歳に到達した方が「要介護 2以上」になるまで

の平均的な年数と、集計対象が異なることが要因。もう尐し分かりやすく記載します。 

  ・16P 一人当たり医療費が県平均より高い理由を分析し記載したほうがよい。（意見） 

  ・計画書の体裁が第 1期計画と異なるが、新たな体裁で第 2期は作成するのか？ 

   ⇒そのとおり。 

  ・5P 健診での有所見状況の記載がもっと適当な文言がないものか。（意見） 

  ・5P 計画全体の評価の表の増減標記が誤っているので訂正が必要。同じ表で一人あたり給付

費が減っている要因の分析も必要。（意見） 

  ・目標設定について未達成の事業の目標値を見直す、下方修正という考えはあるのか？ 

   ⇒目標値は変えずに、取組強化の方向性を予定している。 

  ・ジェネリック医薬品に関しては、使わない原因究明が必要。（意見） 

  ・27P 生活習慣病重症化予防事業に関して、広報の強化という説明があったが具体的なプラ

ンがあるのか？  

   ⇒広報や保健指導対象者への DM等を検討している。 

  ・第 2期でも特定健診の受診率向上の取組は恒常的にやってほしい。（意見） 

  ・データヘルス計画は国保被保険者だけを対象とするのではなく、全町民を対象として作成

するべきではないか？ 

   ⇒全町民を対象とした保健事業は健康増進計画に基づき実施している。 



  ・3P 保険者と被保険者が中心になり様々なものと係わって事業展開するイメージを上手く表

現してほしい。また、人権という考えもあるのかもしれない。（意見） 

・今日の意見を踏まえて事務局で煮詰めてほしい。 

   

（３）その他 

①今後の予定について 

 ⇒次回は 2月開催を予定している。 

  ②その他 

   ⇒事前の案内で補正予算のくだりがあったが、資料が間に合わないため詳細は次回の会議

で報告する。内容は国保事業ではなく、職員人件費の補正である。 

 

・閉 会 

 

7.その他 

 ・会議録に関して、要点のみではなく全文での記録がよいのではとの意見あり 

 ・今年度実施しているシステム改修について経費の分かる資料の要求あり 


